
議
第
六
十
八
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
四
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
第
四
項
中
「
、
当
該
退
職
」
を
「
当
該
退
職
」
に
、
「
」
と
す
る
」
を
「
」
と
し
、
当
該
退
職
の
日
後

に
事
業
（
そ
の
実
施
期
間
が
三
十
日
未
満
の
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始

し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
事
業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四

年
か
ら
第
一
項
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
間
の
日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る

当
該
超
え
る
日
数
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
に
算
入
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条

第
十
一
項
第
五
号
中
「
第
四
条
第
八
項
」
を
「
第
四
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
項
中
「
附
則
第
十
一
条
」
を
「
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
六
項
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
十
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
同
項
の
事
業
を
開
始
し
た
職
員
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

提

案

説

明

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
対
象
を

－1－



－2－

拡
充
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。


